
16広報せたな

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
        

北
檜
山
職
業
相
談
室
で

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　

雇
用
保
険
受
給
手
続
か
ら
認

定
・
給
付
ま
で
、
ご
本
人
の
申
し

出
に
よ
り
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

で
受
付
が
で
き
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
・
北
檜

山
職
業
相
談
室
へ
の
６
月
の
職

員
派
遣
日
は
次
の
と
お
り
で

す
。
大
成
区
の
方
の
管
轄
は
江

差
出
張
所
で
す
。

●
派
遣
日
時

・
６
月　

日
昌
午
後
１
時
〜
５
時

１０

・
６
月　

日
昭
午
前
9
時
〜
正
午

１１

問
合
せ　

北
檜
山
職
業
相
談
室

　

殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
7
2
4

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

　

殺
0
1
3
7
・
6
2
・
2
5
0
9

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
江
差

　

殺
0
1
3
9
・
5
2
・
0
1
7
8

利
用
く
だ
さ
い　
　
　
        

新
規
学
校
卒
業
者
の
採
用

準
備
を
始
め
ま
せ
ん
か

　

新
卒
求
人
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

へ
申
込
み
を
！　

平
成　

年
３

２２

月
新
規
学
校
卒
業
者
（
高
校
・

中
学
）
の
求
人
は
、
６
月　

日
２０

か
ら
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

新
規
学
校
卒
業
者
の
多
く
は

地
元
で
の
就
職
を
希
望
し
て

い
ま
す
が
、
地
元
企
業
の
求
人

公
開
の
遅
れ
か
ら
多
く
の
若

い
人
材
が
地
元
を
離
れ
て
就

職
し
て
い
ま
す
。
早
期
に
採

用
計
画
を
立
て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
へ
求
人
申
込
み
さ
れ
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

高
校
・
中
学
の
新
規
学
校
卒
業

者
に
係
る
選
考
開
始
等
の
日

程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
選
考
日
程
等

・
求
人
受
付
／
６
月　

日
〜

２０

・
事
業
主
へ
の
求
人
票
（
控
）

返
戻
／
７
月
１
日
〜

・
推
薦
開
始
／
９
月
５
日
〜

・
選
考
開
始
／
９
月　

日
〜

１６

（
中
学
校
卒
業
者
は
、
推
薦
・
選

考
開
始
と
も
に　

月
１
日
か
ら
）

１２

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館

　

殺
0
1
3
８
・
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・
０
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３
５

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲
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・
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・
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5
0
9

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
江
差

　

殺
0
1
3
9
・
5
2
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0
1
7
8

ご
利
用
く
だ
さ
い　
  　
         

精
神
保
健
相
談
（
心
の
健
康

相
談
）
の
実
施
に
つ
い
て

　

八
雲
保
健
所
で
は
、
精
神
保

健
及
び
同
障
が
い
者
福
祉
に
関

す
る
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
相

談
は
、
事
前
予
約
制
で
す
。

●
日
時
／
６
月　

日
昭

１１

　

午
後
１
時　

分
〜
３
時

３０

●
場
所
／
八
雲
保
健
所

●
相
談
員
／
精
神
科
医
師
又
は

心
理
相
談
員

問
合
せ　

八
雲
保
健
所
健
康
推
進
課

　

殺
0
1
3
7
・
6
3
・
2
1
6
8

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す    　
    

６
月
は
「
外
国
人
労
働
者

問
題
啓
発
月
間
」
で
す

　

外
国
人
は
「
ル
ー
ル
を
守
っ

て
」
適
正
に
雇
用
し
ま
し
ょ
う
！

・
社
会
保
険
の
加
入
等
の
雇
用

管
理
は
適
正
に
行
い
ま
し
ょ

う
。

・
外
国
人
の
雇
い
入
れ
と
離
職

は
、
必
ず
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

・
雇
い
入
れ
る
前
に
、
就
労
が
認

め
ら
れ
る
か
在
留
資
格
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
雲

　

殺
0
1
3
7
・
6
2
・
2
5
0
9

問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
江
差

　

殺
0
1
3
9
・
5
2
・
0
1
7
8
問

合
せ　

北
海
道
労
働
局
職
業
安

定
部
労
働
基
準
監
督
課

　

殺
0
1
1
・
7
0
9
・
2
3
1
1

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
        

特
設
人
権
困
り
ご
と　

心
配
ご
と
相
談
所
開
設

　

児
童
・
生
徒
の
い
じ
め
、
体

罰
、
家
庭
内
の
い
ざ
こ
ざ
、
借

地
借
家
、
不
動
産
、
登
記
、
筆

界
特
定
、
相
隣
関
係
等
、
身
近

な
人
権
・
法
律
問
題
等
心
配
ご

と
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
ど
な
た
で
も
ご

自
由
に
相
談
で
き
ま
す
。（
相

談
無
料
、
秘
密
厳
守
）

●
日
時
・
場
所

・
６
月
2
日
昇
午
後
１
時
〜
３
時

　

町
民
セ
ン
タ
ー
（
大
成
区
）

・
６
月
３
日
昌
午
後
１
時
〜
３
時

　

や
す
ら
ぎ
館
（
瀬
棚
区
）

・
６
月
５
日
晶
午
後
１
時
〜
３
時

　

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
（
北
檜
山
区
）

●
相
談
員
／
人
権
擁
護
委
員

問
合
せ　

役
場
総
務
課
総
務
係

　

殺
0
1
3
7
・
8
4
・
5
1
1
1

（有料広告）
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戸籍の窓口
（４月１日〜４月３０日届出）

　この欄に掲載をしている方は、本人または

ご家族の了解を得ています。

人口と世帯

４月末現在（前月比）

（−24）10,083人人 口

（− 9）4,779人男

（−15）5,304人女

（+  9）4,６40世帯世 帯

お誕生おめでとう 　　　　

○和佐田 夢生  く　ん　（ 靖  ） 愛　知
む う

○田丸　 奏愛  ちゃん　（裕紀）北檜山
そ あ

○川上　純輝        く　ん　（真樹）豊　岡
あ つ き

ご結婚おめでとう　　 　　

　平谷　　光 さん　北檜山

　今野　貞美 さん　今金町

　南川　仁志 さん　北檜山

　岩本　祥子 さん　北檜山

おくやみ申し上げます 　　

○尾野　輝吉 さん　（98歳）愛　知

○松林　むめ さん　（84歳）豊　岡

○板谷　芳春 さん　（73歳）北檜山

○道高　テル さん　（７２歳）本町８区

○八幡久美雄 さん　（60歳）本　陣

○大野　敏己 さん　（80歳）宮　野

○大野昌一郎 さん　（82歳）富　磯

○作田　コウ さん　（87歳）上　浦

灼

灼

年金係からのお知らせ 　　　　                      　　

■問い合わせ先／函館社会保険事務所 殺 ０１３８-５６-１１６5
・本庁町民児童課戸籍年金係 [担当/尾野] 殺 0137-84-5111（内線１１３7）
・瀬棚総合支所総務税務課戸籍年金係 [担当/竹内] 殺 0137-87-3311（内線3115）
・大成総合支所町民福祉課戸籍年金係 [担当/萩原] 殺 01398-4-5511（内線２１５８）

「ねんきん定期便」が届いたときは
　平成２１年４月から、国民年金および厚
生年金に加入している方に、「ねんきん
定期便」が送付されます。
　毎年の誕生月に加入者お一人おひと
りに対し、保険料納付実績や年金額の見
込みなど、年金に関する個人情報を分か
りやすくお知らせするものです。

興「オレンジ色の封筒」が届いた方〜特に注意が必要です。
　年金記録にもれや誤りがある可能性のある方です。
　それ以外の方には水色の封筒で届きますが、どちらの封筒を受
け取った場合でも必ず内容をご確認ください。

興「水色の年金加入記録回答票」が届いた方〜必ず回答してください。
　ご本人のものである可能性の高い加入記録がある方には、その
加入期間の取得または喪失の年月日などの「お知らせ」を同封し
ています。
茨　水色の回答票掛年金加入記録について漏れや誤りの有無にか
　かわらず、必ず回答してください。【「ねんきん特別便」に回答
　していない方や年金の請求時期が近づいた58歳の方などに送
　られます。】
芋　白色の回答票掛年金加入記録について漏れや誤りがあったと
　きのみに回答してください。
※分からないことや疑問点がある場合は、下記の「ねんきん定期
便専用ダイヤル」または役場へお問い合わせください。

「ねんきん定期便専用ダイヤル」℡「０５７０−０５８−５５５」
・月〜金曜日：午前９時〜午後８時まで
・第二土曜日：午前９時〜午後５時まで

　せたな町立国保病院は、介護の
際、汚物などを処理するための使い
捨てとなる雑布（タオル・下着シャ
ツなど古いものでかまいません。
ジーパンは不可。）を引き続き必要と
しています。ご家庭で必要とされて
いない雑布がありましたら、ご寄付
をお願いします。ご連絡いただけれ
ば取りに伺います。

介護用雑布等募集しています！！
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 ■問い合わせ先／
  せたな町立国保病院 
　　殺013７-８４-５３２１

　本年10月１日以降に引き渡される住宅には、法律により、建設業者
などが「保証金の供託」か「保険への加入」を行うことが義務づけら
れました。住宅を建てる場合には、その住宅に「保険への加入」など
の措置がとられているか、忘れずに確認しましょう。

■問い合わせ先／檜山支庁建設指導課建築住宅係殺0139-52-6632

興住宅の建設を検討されている方へ


